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謀R, И″解サ B8月 の税務と労務
税/7月 分源泉所得税の納付

8月 11日

税/6月 決算法人の確定申告

(法人税・消費税等)9月 1日

税/12月 決算法人の中間申告

9月 1日

税/9月 、12月 、3月 決算法人

の消費税等の中間申告

(年3回の場合)9月 1日
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国 税/個人事業者の消費税等の中
間申告 9月 1日

地方税/個人事業軌第 1期分の納付

都道府県の条例で定める日

地方税/個人住民税第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労 務/労働保険料第 2期分の納付
9月 1日

(労働保険事務組合委託の場合は
′

2

J

イ

j

σ

/

8

,

ワンポイント 遺留分

配偶者や子供等に保障された最低限の資産承継の権利。原則、

法定相続分の半分。本年 5月 に成立した「中小企業における経営

の承継の円滑化法」では、事業承継をスムーズに行うため、遺留

分権利者の合意と一定の手続きを前提に生前贈与株式を遺留分の

封象から除外するなどの民法の特例措置を講じています。
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一　　つ
暑中お見舞い申し上げます。

中小企業の事業承継をスムーズに行うことを通じて、雇用の確保を目指した「中小企

業における経営の承継の円滑化に関する法律Jが本年 5月 に成立しています。この法律
は、相続に伴う民法や税法の特例と融資の三本柱からなるもので、税法については来年

度税制改正で「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度J力浦J設され、本年

10月 に遡って制度が適用されます。

また、10月 には政府系金融機関が統廃合されます。中小企業に関係の深い国民生活金

融公庫 (国金)と 中小企業金融公庫 (中金)は統合され、株式会社日本政策金融公庫として

スター トします。その融資に関する事業内容は、回金が教育資金融資の貸付対象範囲を

縮小し、中金が一般貸付融資を廃止する以外は、現行と変更がないようです。

先の国会では、ガソリン税など道路特定財源の一般財源化や後期高齢者医療制度が与

野党の争点になりました。年金問題も含めその財源を考えるとき、消費税論議は避けて

通れない状況で、本年末の与党税制改正大綱に、どの程度消費税について具体的記述が

盛り込まれるのか注目されます。

皆様方の益々のご発展とご健勝を祈念し、ご挨拶といたします。
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個人年金保険契約に関する
権利の課税関係

区王]び量最丈 E写 ち歪寒戻浪雲姪猾宿受
年金保険に加入していますが、保険料はすべ

て父が負担 していました。本年 4月 に父が他

界 しましたが、この保険契約にかかる相続税

の課税関係について教えて下さい。

相続開始の時において、まだ保険

事故が発生 していない生命保険契約

で、被相続人が保険料を負担し、かつ、被相

続人以外の者がその生命保険契約の契約者で

あるものがある場合には、その契約者は、そ

の契約に関する権利を被相続人から相続等に

よ切取得 したものとみなされます。従ってご

質問の場合は、この個人年金保険契約に関す

る権利をお父さんからお母さんが相続 したも

のとみなされ相続税の課税対象とされます。

なお、相続税評イ面額は、相続開始時におけ

る解約返戻金相当額とされています。
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図表 1 労 務 費 用 に 占め る教 育 訓 練 費 の 割 合  (出所)厚生労働省「就労条件総合調査」等

図表2 教育訓練費の具体例

種 類 具体例

社内研修型
使用者が教育訓練を自ら行うための社外講師等への報酬等、

教育訓練施設等の賃借料などの費用

研修委託型 講師、教材等を含め研修全体を外部に委託するための費用

研修参加型 外部研修の授業料 受講料、受験手数料などの費用

教材購入型 研修用教材の晴入、叉|よ (外部)委託製作のための費用

整霰重躍フ鶴攣却つ×網
税額控除率の
イメージ

（税
額
控
除
率
）

(教育訓練費■労務費用)
015% 025%

経済産業省資料 より

(1)教育訓練費割合が025%未満の場合

〈条件〉

① 教育訓練費     483.OOO円
② 労務費用     230,OOO.OOO円

〈計算〉

① 教育訓練費害」合
∴適用あり

② 税額控除割合
③ 税額控除額

488,OOO円
― =021%≧ 0150/0230,OOO.OOO円

8%十 (0219/O― 015微分×40=]040/O

483.OOO円 ×]040/O=50.232円

(2)教育訓練費割合が0259/D以上の場合

〈条件〉

① 教育訓練費
② 労務費用

〈計算〉

① 教育訓練費割合
∴適用あり

② 税額控除害J合
③ 税額控除額

],1501000円

230,OOO.OOO円

230,OOO,OOO円  =°
50/O≧ 0150/9

8%十 (05%― O]50/0)× 40=220/O>12%(上 限 )
].150,OOO円 ×12%=138,OOO円
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